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告 　 示
福井県告示第２０１号
　主要地方道丸岡川西線の下記区間において、道路の供用を開始するので、道路法（昭和
２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、次のとおり公示する。
　なお、これを表示した図面は、福井県庁および三国土木事務所において、令和７年４月
４日から２０日間一般の縦覧に供する。
　　令和７年４月４日
　　　　　　福井県知事　杉本　達治
道
路
種
類

路
線
名

供用開始の区間
供用開始の期
日

主
要
地
方
道

丸
岡
川
西
線

坂井市丸岡町川上２１字
三ノ瀬３５番１から
坂井市丸岡町川上２１字
三ノ瀬５８番４まで

令和７年
４月４日
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